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宗像地区事務組合水道ビジョンについて（諮問） 

 

 

このことについて、下記のとおり貴審議会に諮問します。 

 

 

記 

 

 

１．諮問事項 

 宗像地区事務組合水道ビジョンの中間見直し案について、ご意見を求めるものです。 

 

２．諮問の概要 

 平成 22 年 4 月 1 日から、宗像市と福津市が行っていた水道事業を統合し、宗像地区事務

組合がその経営を引き継いでいます。宗像地区事務組合では、これまで、国の「新水道ビ

ジョン」に基づいて平成 30 年 3 月に策定した「宗像地区事務組合水道ビジョン 2027」に

基づき、「お客様に信頼される水道を次の世代へ」を基本理念として事業を推進してきまし

たが、策定から 5 年が経過し事業環境の変化等に対応するため、「宗像地区事務組合水道ビ

ジョン 2027」の中間見直しを実施するものです。 

今回の諮問は、中間見直しであることから現行の「水道ビジョン 2027」の骨格を維持し

つつ水道事業の進捗状況を反映し、将来的な水需要の増減や老朽施設の増加に伴う更新需

要の増大等、中・長期的な視点に立った効果的及び効率的な事業計画として後期 5 年の計

画を策定するものです。 

 

３．中間見直し後の計画期間  

令和 5 年度から令和 9 年度まで。 


